
本規定は、J.P.L.A.Okayama（以下「当店」といいます。）が運営するインターネット上の仔犬通信販売（http://www.cuve.jp/dog/）（以下「本サイト」といいます。）上のサービス（以下「本サービス」といいます。）を利用する

全ての会員（第3条において定義します。）に適用されるものです。会員は本サービスの利用にあたり本規定を誠実に遵守しなければならず、また、本サービスを利用する会員は、いずれも本規定を承諾した上で利用や申込を行うもの

とします。

1.本サービスは、ブリーダーが育てた仔犬を一般ユーザーに紹介し、当該仔犬のブリーダーには一般ユーザーの情報を提供し、両者を仲介サービスです。

2.会員は、本規定のほか当店が必要に応じて定める規定・規則にしたがって本サービスを利用するものとします。

3.本サイトに載せられた子犬の売却及び購入は、本サービスの利用の結果として会員ブリーダーと当店間で締結される売買契約によるものとします。

4.本サービスの提供を受ける為に必要な機器、通信手段等は、会員の費用と責任において調達するものとします。

本サービスの利用は、以下の手続きに従い入会申込を行って会員登録されたブリーダー会員（以下「会員」といいます。）に限られるものとします。

1.本サービスの利用を希望するブリーダーは、以下の手続きに従って、入会を行うものとします。

   ・本規定を熟読し内容を理解・承諾した上で、入会の申込を行うこと

   ・当店の定める書式に従い入会申込書を作成して当店に提出すること

   ・その他、必要に応じて当店の定める入会に関する規則に従うこと

2.入会の申込があった場合、当店は、その入会を認めるブリーダーにのみ結果を通知します。（入会申込に関連して申込ブリーダーが提供した情報及びこれを後の変更にしたがって改訂したものを以下「会員登録情報」といいま

す。）

3.申込ブリーダーにつき以下の事由がある場合、当店は会員登録を拒絶することがあります。また、一旦登録を認めた会員につき、以下の事由が発生した場合またはそのおそれがある場合、当店は、事前の通知なくして会員登録の抹

消を行い、本サービスの提供を停止することがあります。当店は、これらの会員登録を拒絶･抹消したりまたは拒絶・抹消しないことに関し何らの責任も負いません。

   ・登録時に申込ブリーダーが提供した情報に不備がある場合あるいは虚偽もしくは不正確な情報が含まれる場合、または適宣かかる情報の更新を怠る場合

   ・本規定その他の定めに違反する行為や義務の不履行がある場合

   ・第三者の仔犬を転売する目的がある場合。

   ・反社会的な集団に属している場合

   ・財政状態等により会員の義務の履行に不安がある場合

   ・法令等に違反する行為がある場合

   ・その他、当店の裁量において本サービスの利用目的が不適当と判断される場合

1.会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

   ・仔犬につき売約等の意思や処分権がないにもかかわらず本サービスを利用すること

   ・不正の目的をもって本サービスを利用すること、または他の会員による本サービスの利用や当店による本サービスの提供を妨害すること

   ・取引成立の妨害、その他信義に反する行為により、当店もしくは他の会員に迷惑・損害を与える行為を行うこと

   ・虚偽の事実を申告、記載、陳述すること、または重要な事実を隠蔽したり、申告、記載、陳述しないこと

   ・他の会員の会員番号もしくは会員資格等を不正に入手・利用することまたは不正入手・利用を試みること

   ・他人の特許権、商標権、企業秘密、著作権その他の財産権を不当に侵害し、またはこれを容認する行為を行うこと

   ・他人の信用、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティー権、その他の権利を不当に侵害すること

   ・仔犬の価格を不正に操作し、その他詐欺的な行為を行うこと

   ・犯罪行為もしくは公序良俗に反する行為を行うこと、またはこれらの行為に関与すること

   ・その他、本規定・関連規定または法令等に違反すること

2.会員は、（1）会員登録にあたり会員についての真実かつ正確な、現時点における完全な会員登録情報を当店に提供し、かつ（2）登録情報が常に最新のものであるよう、本サイトにおいて適宣登録情報の更新を行うものとします。

3.会員は、本サービスの利用にあたり、当店またはその他に対して送信したすべての情報（当店に関する情報を含む）、ソフトウェア、写真、データ、文書、画像、音声、ビデオ、メッセージもしくはその他のもの（以下「情報提

供」といいます。）について、その正確性とかかる送信を行う権利を有することを保証するものとします。

4.会員は、会員が本サービス上に有する権利を第三者に譲渡、名義変更、質権の設定、担保の設定その他の処分を行ってはならず、かかる権利の処分はいずれも効力を生じないものとします。

1.当店は、本サイトの利用に関し、会員に対し会員番号を付与します。

2.万一、会員の会員番号等が、第三者に使用されるなど会員の意に添わない使用がされた場合でも、かかる使用の責任はすべて会員において負担するものとし、当店は一切責任を負いません。

3.会員は、会員番号等の秘密性が失われもしくは会員番号等が第三者に無断で使用された場合、またはそれらのおそれがある場合は、直ちに当店へ連絡し、当店からの指示がある場合はこれに従うものとします。

4.会員は、会員番号等を第三者に利用させ、または、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等の処分を行ってはなりません。

5.会員は、他の会員の会員番号等の秘密性を害する行為を行ってはなりません。

6.当店は、当店が会員の会員番号等を変更する必要性があると判断した場合、会員の会員番号等を変更する旨事前に通知して変更することができるものとします。

当店から会員に対する通知は、原則として会員が会員登録情報として提供した電子メールアドレス、電話番号、もしくはFAX番号宛により行うものとします。かかる通知は当店から会員へのメール送信、電話発信、またはFAX送信を以

て、会員に到達したものとします。

1.当店は、次の場合には事前の通知なく本サービスを停止、中断または廃止することがあります。

   ・システムや設備等の定期保守及び緊急保守に必要な場合

   ・システムや設備等に障害が生じた場合

   ・システムや設備等の容量を越える本サービスの利用がなされた場合

   ・本サービスの提供のため当店が利用する他の電気通信事業者等の事業・サービスに支障が生じた場合

   ・その他、やむを得ない事情で本サービスの停止等が必要となった場合

2.当店は、本サービスの停止・中断・廃止及びそれに基づき会員に生じる損害について、一切の責任を負わないものとします。

1.当店は、理由の如何を問わずいかなる場合においても、会員が当店に掲載した仔犬を売却出来なかったことに関する、会員あるいは第三者に発生した損害、損失、不利益に関して一切責任を負わないものとします。 

2.当店は､理由の如何を問わずいかなる場合においても、会員が当サイトを利用すること、あるいは利用出来なかったことにより、会員あるいは第三者に発生した一切の損害について､いかなる責任も負わないものとします｡ 

3.理由の如何を問わず、システムの故障等で会員の登録情報、当サイトの掲載情報等が失われた場合に、当店は一切の責任を負わないものとします。また会員はその後の対応についても当社の方針に従うものとします。

4.当店に対しての誹謗、中傷、及び公序良俗に反する内容のE-Mail等を送付することを禁止します。またこれに該当する内容と当店が判断したE-Mail等は、送信者及び第三者に対して何ら通知を行うことなく削除出来るものとしま

す。

5.会員は、本サービスの利用またはそれに関連して、他の会員その他の第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用によりこれを解決しなければならず、かかる紛争に関して当店を免責させ、当店に何らの損害を与えないこ

とを約束するものとします。

6.当店は、いかなる場合にも、会員に対して損害賠償責任を負担しません。会員は万一、当店に損害賠償責任が認められる場合であっても、その賠償額は、当店が当該取引に関して当該会員から購入した購入料の金額を限度とするこ

とに同意します。

1.当店は、会員の個別の同意を得ることなく、統計的目的（マーケティング目的を含む）で会員登録情報、提供情報及び会員の本サイトの利用結果を利用し、かかる統計的検討結果を一般に公表することができるものとします。ただ

し、個々の会員が直接識別されることのないよう相当の注意を払うこととします。

2.本規定その他の関連規定に別段の定めのある場合を除き、当店は、原則として第三者に会員登録情報を開示・提供することは致しません。ただし、裁判所、検察庁、弁護士会、警察またはこれらに準じた機関から会員の情報を求め

られた場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。

1.会員が脱会を希望する場合は、別途定める手続きにより脱会できるものとします。

2.当店は、会員につき以下の事由又はそのおそれが生じた場合、事前の通知なくして会員に対する本サービスの提供を停止し、会員を脱会させる場合があります。当店は会員を脱会させまたは脱会させなかったことに関し何ら責任も負いま

せん。

   ・本規定その他の定めに違反する行為や義務の不履行がある場合

   ・その提供した会員登録情報に虚偽もしくは不正確な情報が含まれ、または事情の変化により会員登録情報が不正確となったにもかかわらず速やかに登録情報の更新を行わない場合

   ・反社会的な集団に属していることが判明し、または新たに属することとなった場合

   ・支払不能、支払停止等の原因が生じ、または、破産、会社更生、会社整理、民事再生、解散その他これに準ずる申立がなされもしくは自らかかる申立を行った場合

   ・財政状況が悪化し会員の義務の履行に不安が生ずる場合

   ・法令等に違反する行為がある場合

   ・本サイトの会員間または会員と第三者間に本サービスの利用に関して紛争が生じ、相当期間経過後も解決に至らなかった場合

   ・その他、当店の裁量において本サイトにおける本サービスの利用が不適当と判断される場合

3.当店は、会員が退会する場合、一切の会員の払い戻し義務を負いません。

1.当店は、会員の承諾なく、その裁量によりいつでも本サービスの全部もしくは一部を廃止し、またはその内容を変更できるものとします。

2.当店は、会員の承諾なく、本サービスの提供につき必要な範囲で本規定その他の関連規定を変更（追加条項を設けることも含む）できるものとします。当店は、かかる変更を行った場合、会員に通知するものとします。

3.当店は、本状に基づく本サービスの廃止・変更や本規定その他の関連規定の変更について、それにより会員に生じる損害を含めて、いかなる責任も負いません。

4.本規定において引用・言及され、または本規定に基づき当店が定める関連規定は、本規定の一部を構成するものとします。

本規約の解釈、適用については日本法を準拠法とし、会員と当店との間で紛争が生じた場合には、双方が誠意を持って解決にあたるものとしますが、解決が困難で訴訟の必要が生じた場合には、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。 

【付則】 この規約は2003年5月1日から実施致します。

以上

第1条　 本規定の適用

第2条　 本サービスの内容

第3条　 会員

第4条　 入会申込

第5条　 会員の義務と 責任

第6条　 会員番号等

第7条　 当店から 会員への通知方法

第8条　 本サービスの停止・ 中断・ 廃止

第9条　 免責事項及び損害の限度

第10条　 情報の利用

第11条　 脱会

第12条　 本サービス及び本規定その他の関連規定の廃止・ 変更等

第13条　 準拠法・ 合意管轄裁判所について

ペット通販an’NAブリーダー会員規約

ブリーダー会員様(以下、甲という)とペット通販アンナ(イートラスト株式会社)(以下、乙という)は、
次の通り業務の提携を契約する。
本契約において使用する用語の意義は、次の各号に定める所による。
　①犬　　　甲のところで生まれた犬、もしくは生まれる予定の犬
　②購入者　乙と犬の売買契約を締結した者

第１条
本契約における甲乙間の業務提携の内容は次の通りである。
　①　甲は犬の情報(犬種・性別・カラー・生年月日・その他)を乙に提供する
　②　甲は自己のプロフィールを乙に提供する(サイト上で公開はしません)
　③　乙は、前各号の情報を、速やかに自己のWEBサイトに登録・掲載する
　④　甲は乙から予約、注文の入った犬を甲に売り渡す。
　⑤　甲は、前号の犬を乙から指定された場所・日時・方法で購入者に渡す。(直接・輸送)

第2条
本契約に基づく甲、乙間の個々の取引は、乙の注文に対し甲がこれを承認することによって行われる。

第3条
甲は乙に対し、第1条１項と共に犬に関する次の情報も提供する。
　①　犬の本体価格
　②　犬の輸送費
　③　ワクチン接種費、ワクチン接種済証明書発行費
　④　前各号以外に必要な費用がある場合は、その金額と内容
　⑤　遺伝的・先天性の特徴や欠陥等の有無ならびにその内容

第4条
乙の甲に対する本契約に基づく売買代金の支払いは以下の通りとする。
　①　乙は甲に犬を予約・注文する場合、第3条の①～④の代金総額を一括で甲に支払う。
　②　乙は、前号の代金総額を予約・注文日から1～5日以内に甲指定の金融機関に振込みする。

第5条
1．甲が第1条⑤号に基づき、犬を購入者に引き渡す時は次の事項を遵守する。
　①　犬にワクチン接種を行った時は、ワクチン接種証明書を発行する。
　②　犬の血統書を発行する。
　③　2日以上犬の状態(下痢・嘔吐・四肢の麻痺等外形上明らかなるものに限る)を目視によって
　　　観察し、健康上の問題があることが認められなかったものを購入者に引き渡す。
　④　犬へ負担がかからない方法で、乙の指定する輸送方法及び引き渡し場所に輸送する。
2．甲は、動物取扱業者が遵守すべき動物の管理方法の細目(平成18年1月20日環境省告示第20号)の
各条項を遵守する。

第6条
1．購入者に引き渡した犬隠れた瑕疵(先天性の障害、欠陥など)があることが判明しその原因が甲にある場合、
　甲は代替犬との交換または、第3条①号の代金を乙に返金する
2．瑕疵による補償期間は下記のように定めます。
　①伝染病潜伏期間は、ご利用者宅へ届いた日を第1日目とし14日以内とします。
　②その他期間は、ご利用者宅へ届いた日を第1日目とし30日以内とします。
3．代替犬の引渡しの場合、甲は犬に問題があることが判明した日から1～3ヶ月以内に購入者に行う。
4．代金返金の場合、第3項①号の返金を、犬に問題があることが判明した日から10日以内に乙指定の金融機関に振り込んで支払う。

第7条
1．甲が本契約に違反した時、もしくは債務不履行のあったときは、乙は通知催告を要せず本契約を解除し、
　 甲の本契約上の乙に対する債務に付き、全額一括で請求する事が出来る。
2．乙が本契約に違反した時、もしくは債務不履行のあったときは、甲は通知催告を要せず本契約を解除し、
　 乙の本契約上の乙に対する債務に付き、全額一括で請求する事が出来る。
第8条
本契約の期間はあらかじめ定めない。但し、甲乙ともに1ヶ月の予告をもって本契約を将来にむかって解除する事が出来る。


